
○入札説明書

　公益財団法人茨城県教育財団が賃貸借する物品に係る入札公告に基づく一般競争入札
については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。入札に
参加する者は、下記事項を熟知のうえ入札しなければならない。この場合において、当
該仕様等について疑義があるときは、下記３に掲げる者に説明を求めることができる。
ただし、入札後仕様等について不知又は不明を理由として異議を申し立てることはでき
ない。

１　公告日　　令和８年３月１７日

２　入札に付する事項
　（１）業務の名称
　　　埋蔵文化財発掘調査用仮設事務所及び事務用備品等賃貸借契約
　（２）賃貸借物品及び数量
　　　仮設事務所ほか一式（別添仕様書のとおり）
　（３）賃貸借物品の特質等
　　　賃貸借物品の性能等に関し、仕様書で指定する特質等を有すること。
　（４）賃貸借期間
　　　令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで
　（５）納入場所
　　　「仮設事務所等使用予定場所・予定数量」のとおり（詳細は、別途指示）

３　担当公所
　　〒310-0911　茨城県水戸市見和１丁目356番地の２
　　（公財）茨城県教育財団　埋文企画管理課
　　電話：029-225-6587　FAX：029-225-6573

４　入札参加資格
　（１）地方自治法施行令第167条の４第１項の規定に該当していない者であること。
　（２）地方自治法施行令第167条の４第２項の規定に基づく茨城県の入札参加の制限を
　　受けていない者であること。
　（３）茨城県物品調達等競争入札参加者資格審査要項（平成８年茨城県告示第254号）
　　に基づく競争入札参加資格を有する者であること。ただし、茨城県物品調達等登録
　　業者指名停止基準に基づく、指名停止の措置を受けている者でないこと。
　（４）本公告に示した調達物品の規格（仕様）に要求する事項を確実に履行できるこ
　　とを証明した者であること（詳細は、入札説明書及び仕様書による。）。
　（５）賃借物品に係る迅速なアフターサービス・メンテナンスの体制が整備されてい
　　ることを証明した者であること。
　（６）会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき更生手続開始の申立てがなされて
　　いる者又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づき再生手続開始の申立てがな
　　されている者でないこと。
　（７）茨城県暴力団排除条例（平成22年茨城県条例第36号）第２条第１号から同条第
      ３号に規定する者でないこと。

５　入札等の手続き
  　この案件の入札に係る資料の提出、入札及び届出は書面により行うものとする。こ
　の場合における書面とは、紙媒体に限るものとする。

６　入札説明書の閲覧及び質問
　（１）期間
　　　　入札公告の日から令和８年３月24日（火）までの９時から16時まで。
　　　　ただし、茨城県の休日を定める条例（平成元年茨城県条例第７号）第１条に規定
　　　する県の休日（以下「休日」という。）を除く。
　（２）場所
　　　　茨城県水戸市見和１丁目356番地の２　（公財）茨城県教育財団本部　事務室
　（３）質問方法
　　　　設計図書に対する質問がある場合は、簡易な内容確認を除き書面をファクシミリ



　　　により送信し、送信した際は必ず電話にて着信確認を行うこと。なお、回答は（公
　　　財）茨城県教育財団のホームページで閲覧に供する。
　　　・質疑受付期間：令和８年３月17日（火）から令和８年３月23日（月）10時まで
　　　（休日を除く）
　　　・書面の提出先：３の担当公所に同じ
　　　・回答閲覧期間：令和８年３月23日（月）から令和８年３月24日（火）まで

７　入札参加資格等の確認
　　競争入札参加者は、次のとおり郵便又は持参により、一般競争入札参加資格確認申
　請書（以下「確認申請書」という。）に４の（３）から（７）に係る証明書を添付し
　て提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。
　（１）受付日時・提出先
　　　　①受付日時
　　　　　公告の日から令和８年３月23日（月）17時まで必着（休日を除く。）
　　　　②提出先
　　　　　３の担当公所に同じ
　　　　③その他
　　　　　確認申請書等の一部又は全部について、郵送する場合には、あらかじめ３の
　　　　担当公所の承認を得たうえで、上記期日までに書留郵便により提出すること。
　（２）入札参加資格確認結果通知
      入札参加資格の合格・不合格について審査し、令和８年３月24日（火）１２時ま
　　でに、証明書等審査結果通知書を発行する。なお、参加資格が「不合格」の場合は、
　　その理由を付する。

８　入札執行（開札）日時及び場所
　（１）日時
　　　令和８年３月25日（水）11時から
　　　入札後、直ちに開札する。
　（２）場所
　　　茨城県水戸市見和１丁目356番地の２　（公財）茨城県教育財団本部　分室

９　入札保証金及び契約保証金
　（１）入札保証金
　　　免除
　（２）契約保証金
      免除

10　入札の方法
　　紙入札により行う。入札書に必要事項を記入・押印のうえ封書にて、上記８（１）
　の日時に上記８（２）の入札執行場所へ直接提出すること。代理人が入札する場合は、
　委任状も提出すること。
　　入札書に記載すべき金額は、別添総括表で得た金額を記載すること。
　　落札決定に当たっては、予定価格に110分の100を乗じて得た価格の範囲内で、最低
　の価格をもって申込みをした者を落札者とするので、入札者は、消費税及び地方消費
　税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110
　分の100に相当する金額（整数）を記載すること。ただし、提出した入札書は、いかな
　る理由があっても書き換え、引き替え、又は撤回することができない。

11　入札の無効
   次のいずれかに該当する入札は、無効とする。
　（１）入札について談合その他不正行為があったと認められるとき
　（２）入札参加資格がない者がした入札
　（３）入札書に記載すべき事項に不備（記名押印を欠く、誤字又は脱字等により意思
　　表示が不明確である、首標金額を訂正した入札書を提出するなど）があったとき
　（４）入札書をファクシミリ、メール等にて提出したとき
　（５）虚偽の確認申請書を提出した者がした入札
　（６）指定した郵送方法でない方法により提出された入札
　（７）同一の入札に２通以上の入札を行ったとき
　（８）一般競争入札参加資格等確認通知書により入札参加資格があると認められた者



　　であっても、資格確認の日から入札日までの間に指名停止措置を受けた者のした入
　　札は、無効とする。
　（９）その他この説明書に示す条件に反した者がした入札

12　落札者の決定方法等
　（１）公益財団法人茨城県教育財団会計処理規程第41条の規定に基づき作成された予
　　定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
　　入札回数は２回までとする。２回とも落札者がいないときは、２回目の入札におけ
　　る最低価格入札者を随意契約の相手方として、見積合せを行う。なお、落札となる
　　べき価格の入札をした者が２人以上あるときは、くじにより落札者を決定するもの
　　とする。
　（２）落札者がいない場合は、再度入札を行うこととし、日程等については別に通知
　　する。

13　入札の辞退
　　競争入札参加者が入札を辞退する場合は、入札書に辞退する旨を記載押印し、３の
　担当公所へ郵送又はファクシミリにより入札日時までに必ず辞退届を提出すること。

14　契約書作成の要否
　（１）契約の相手方が決定したときは、当該決定の通知が相手方に到達した日から５
　　日以内に契約の締結に応じるものとする。
　（２）契約書は２通作成し、双方各１通を保管する。
　（３）契約書及び契約に係る文書に使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨
　　に限る。

15　契約条項及び支払条件
　　別紙「契約書（案）」のとおり。

16　その他
　（１）納入期限を厳守すること。
　（２）入札参加に際しては、受注者の事由により契約後に納入期限の変更が生じるこ
　　とのないよう、作業工程、在庫等の状況を十分に検討すること。
　（３）受注者の事由により納入期限内の履行が見込めないときは、契約を解除するこ
　　とがある。


